
 

 

 

 

 

公益社団法人島根県栄養士会との「災害時における栄養・食生活支援活動に関する 

協定」締結式について 

 

島根県と公益社団法人島根県栄養士会とは、災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定

を締結することとし、下記のとおり締結式を行います。 

 

                記 

 

１．日 時 令和６年３月１８日（月）１１：３０～１２：００  

 

２．場 所 島根県庁３階 ３０１会議室 

 

３．出席者 公益社団法人島根県栄養士会 

       名和田 淸子 会長 

      島根県 

丸山 達也 知事 

 

４．協定の内容 

災害が発生した場合に、相互に連携し、特殊栄養食品（アレルギー用粉ミルクや高齢者用食

品、病者用食品等）の提供、被災者への巡回個別栄養相談等の協力について必要な事項を定め、

円滑な支援活動を実施する。 

令和６年３月１２日 

島根県健康福祉部健康推進課 

担当：岩成 

電話：0852-22-5685 


